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 次に掲げる規則をここに公布する。 

佐賀県消費生活センター管理規則 

佐賀県少年自然の家設置条例施行規則の一部を改正する規則 

佐賀県立地域生活リハビリセンター管理規則及び佐賀県総合福祉センター管理規則の一部を改正する規則 

佐賀県立産業技術学院管理規則の一部を改正する規則 

附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償の額に関する規則の一部を改正する規則 

佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

  平成 28 年３月 25 日 

 佐賀県知事  山  口  祥  義    


